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教育 税保険福祉

門
真
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

申
告
に
関
す
る
ご
質
問
や
必
要
な
書
類
の
確

認
な
ど
を
し
た
い
方
は　

　
お
電
話
で
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
門
真
税
務
署（
０
６
・
６
９
０
９
・
０

１
８
１
）に
電
話
を
か
け
て
い
た
だ
き
、
音

声
ガ
イ
ダ
ン
ス
の「
０
」番
を
選
ん
で
い
た
だ

き
ま
す
と
、
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
へ
つ
な
が

り
ま
す
。
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
で
は
、
相
談

し
た
い
税
金
の
種
類
ご
と
に
、
専
門
の
税
務

相
談
官
が
配
置
さ
れ
、
わ
か
り
や
す
く
、
親

切・丁
寧
に
対
応
し
ま
す
。

作
成
済
み
の
申
告
書
等
を
提
出
さ
れ
る
方　

　
申
告
書
等
は
、
郵
送
等
で
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。還
付
申
告
を
さ
れ
る
場
合
は
、

２
月
１５
日（
木
）以
前
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

申
告
書
の
作
成・相
談
を
希
望
さ
れ
る
方　

　

門
真
税
務
署
の
申
告
書
作
成
会
場
は「
守

口
門
真
商
工
会
館（
門
真
市
殿
島
町
６－

４
）」で
す
。

開
設
期
間　

２
月
１６
日（
金
）～
３
月
１５
日

（
木
）（
土・日
を
除
く
）

開
設
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

注�

相
談
受
付
時
間
は
、
午
後
４
時
ま
で
上
記

の
期
間
は
門
真
税
務
署
庁
舎
内
に
、「
申
告

書
作
成
会
場
」を
設
け
て
お
り
ま
せ
ん
。

上
記
以
外
の
期
間
も
、
通
常
の
相
談
窓
口

で
の
対
応
と
な
り
ま
す
。
混
雑
状
況
に

よ
っ
て
は
、
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
こ

と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
市
税
の
納
付

　
個
人
市
民
税・府
民
税（
普
通
徴
収
分
）、固

定
資
産
税・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
を

納
め
て
い
な
い
人
は
、
至
急
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合
、

納
付
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
に
応
じ
て
延
滞
金

が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
納
付
で
き
る
資
力
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
納
付
が
無
い
場
合
、
財
産（
不
動

産・預
金・給
与
な
ど
）に
対
し
差
し
押
さ
え
、

公
売
な
ど
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
病
気
や
失
業
な
ど
の
理
由
に
よ
り

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
納
税
課
ま
で
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
２
～
１
８
５

４

還
付
金
詐
欺
に
注
意

　
市
民
の
皆
さ
ん
に
対
し
、
保
険
課
職
員
を

名
乗
る
者
か
ら「
還
付
金
が
発
生
し
て
い
る
」

と
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘
導
し
、
預

金
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
電
話
が
頻
発
し
て

い
ま
す
。

　
市
で
は
、
還
付
金
な
ど
の
手
続
き
で
市
民

の
皆
さ
ん
に
直
接
電
話
を
か
け
た
り
、
Ａ
Ｔ

Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

　
こ
う
い
っ
た
不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
場
合

は
、
絶
対
に
手
続
き
に
応
じ
な
い
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

問
保
険
課
給
付
係

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

保
険
料
を
滞
納
す
る
と

　
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合
は
、
督
促

状
が
発
送
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
督
促
手

数
料
が
発
生
す
る
他
、
延
滞
日
数
に
応
じ
て

延
滞
金
も
加
算
さ
れ
ま
す
。

　
通
常
の
保
険
証
に
代
わ
り
有
効
期
限
の
短

い「
短
期
被
保
険
者
証
」が
交
付
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
長
期
に
わ
た
り
納
付
相
談
な
ど
が
な

い
場
合
は
、
保
険
証
を
返
還
し
て
も
ら
い
、

 
募
集　

　
現
在
、
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
に
所
属
す

る
１
０
９
の
単
位
老
人
ク
ラ
ブ
が
あ
り
、
約

７
千
人
の
会
員
の
人
が
入
会
し
て
い
ま
す
。

　
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
、
単
位
老
人
ク
ラ

ブ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す（
左
表
）。健
康
の
維
持・増
進
に
つ
な
が
る

だ
け
で
な
く
、
今
ま
で
の
仕
事
や
趣
味
な
ど

の
経
験
を
生
か
し
、
社
会
活
動
へ
の
参
画
と

貢
献
が
で
き
ま
す
。

対
お
お
む
ね
６０
歳
以
上

申�

近
隣
の
老
人
ク
ラ
ブ
お
よ
び
市
老
人
ク
ラ

ブ
連
合
会
事
務
局

問�

市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
事
務
局（
菊
水
老

人
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
、
守
口
市
菊
水
通
２

－

５－

７
）

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
７
６
３
４

▽�

転
入
や
転
出
に
よ
り
お
住
ま
い
の
市
町
村

に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

▽�

新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し

た
場
合

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者　

問
保
険
課
給
付
係

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者　

問�

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
給
付

課
℡�

０
６
・
４
７
９
０
・
２
０
３
１

問
保
険
課
給
付
係

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

　

個
人
市
民
税・
府
民
税（
普
通
徴
収
分
）、

固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税

の
納
付
に
は
、
便
利
な
口
座
振
替
を
ぜ
ひ
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。
平
成
３０
年
度
分
口
座
振

替
か
ら
の
申
し
込
み
や
変
更
は
、
３
月
３０
日

（
金
）ま
で
に
納
税
課
ま
た
は
市
内
金
融
機
関

な
ど
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
す
で
に
利
用
し
て
い
る
人
は
、
自
動
継
続

さ
れ
ま
す
。
納
税
課
窓
口
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
の
み
で
簡
単
に
口
座
振
替
の
登
録
手

続
が
で
き
ま
す
。

民
健
康
保
険
の
加
入
者
で
７０
歳
未
満
の
人

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
機
関
に
お
い
て
、
月

２
万
１
千
円
を
超
え
た
自
己
負
担
額
の
み
が

合
算
の
対
象
で
す
。
ま
た
、
高
額
療
養
費
に

該
当
し
、
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
は
、
高
額
療
養
費
の
支
給
額
を
差
し
引
い

た
額
が
支
給
対
象
で
す
。

申
請
書
の
送
付
時
期　

平
成
３０
年
１
月
下
旬
～
２
月
初
旬
を
予
定

申
請
方
法　

▽
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

　
該
当
者
に
は
、
保
険
課
か
ら
支
給
申
請
書

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
保
険
課
ま
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

注�

平
成
２８
年
８
月
１
日
～
平
成
２９
年
７
月
３１

日
ま
で
の
間
に
、
転
入
や
転
出
に
よ
り
保

険
証
が
変
更
と
な
っ
た
人
は「
自
己
負
担

額
証
明
書
」が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

必
要
な
人
は
、
保
険
課
に
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

▽
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者

　
該
当
者
に
は
、
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
か
ら
支
給
申
請
書
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
同
広
域
連
合
に
返
送
す
る
か
保
険
課

ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

注�

平
成
２８
年
８
月
１
日
～
平
成
２９
年
７
月
３１

日
ま
で
の
間
に
次
に
該
当
す
る
人
は
、
申

請
書
の
送
付
が
な
く
て
も
申
請
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
大
阪
府
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
１
年
間
の
医

療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
を
合
算

し
、
世
帯
に
お
い
て
一
定
の
自
己
負
担
限
度

額
を
超
え
た
場
合
に
、
そ
の
超
え
た
額
を
支

給
す
る
制
度
で
す
。

　
医
療
保
険
や
介
護
保
険
で
は
、
支
払
っ
た

自
己
負
担
額
に
つ
い
て
、
高
額
療
養
費
や
高

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
よ
り
、
月
単
位
で
上

限
額
を
設
け
て
い
ま
す
が
、
こ
の
両
方
を
負

担
す
る
世
帯
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
高
額
介

護
合
算
療
養
費
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
に
お
け
る
世
帯
の

自
己
負
担
限
度
額
は
別
表
の
と
お
り
で
す
。

支
給
対
象
と
な
る
世
帯
に
は
、
高
額
介
護
合

算
療
養
費
支
給
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

支
給
対
象　

　
世
帯
に
お
け
る
自
己
負
担
額
の
合
算
額
か

ら
、
自
己
負
担
限
度
額（
下
表
）を
差
し
引
い

た
額
が
５
０
０
円
以
上
と
な
る
世
帯
が
支
給

対
象
で
す
。
た
だ
し
、
医
療
保
険
と
介
護
保

険
の
ど
ち
ら
か
の
自
己
負
担
額
が
０
円
で
あ

る
場
合
は
支
給
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

合
算
対
象
期
間　

平
成
２８
年
８
月
１
日
～
平
成
２９
年
７
月
３１
日

（
１
年
間
）

合
算
対
象
自
己
負
担
額　

　
保
険
医
療
機
関
な
ど
で
支
払
っ
た
自
己
負

担
額
の
合
計
額
が
対
象
で
す
。
た
だ
し
、
国

　
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
１
～
１
８
５

４

医
療
費
を
全
額
負
担
す
る「
資
格
証
明
書
」を

交
付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
財
産
の
差
押
え
な
ど
の
法
的
措
置

を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
い
る
人

と
の
公
平
性・
公
正
性
を
保
つ
た
め
、
法
令

に
基
づ
き
差
押
処
分
を
よ
り
一
層
強
化
し
て

い
ま
す
。

　
保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
場
合
は
、
早
め
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
収
納
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７

納
税
に
は
便
利
な

 
口
座
振
替
の
利
用
を

老
人
ク
ラ
ブ
会
員

〜
伸
ば
そ
う
健
康
寿
命
〜

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の

 

支
給
申
請
書
を
送
付

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
夜間・休日納付相談日

　平日の昼間に、仕事などで忙しい人は利用してください。
夜間　１月２２日（月）・２３日（火）・２５日（木）・２６日（金）
　　　いずれも２0:00まで
休日　１月２８日（日）９:00～１３:00
場保険収納課、保険課
℡0６－６９９２－１５３７、１５４５

単位老人クラブ　活動内容
生きがいづくり
楽しい趣味・文化活動が盛りだ
くさん

囲碁・将棋、カラオケ、観劇会

健康づくり
スポーツの輪で、いきいき健康
に

グラウンドゴルフ、ボウリン
グ、ウォ－キング

仲間づくり
同世代の連帯・支え合い

友愛訪問、日帰り旅行、サロ
ン活動

地域づくり
ボランティア活動の支援 地域清掃、子ども見守り隊

市老人クラブ連合会　活動内容
▽老人クラブ大会（会員の米寿、白寿、金婚祝い）
▽グラウンドゴルフ大会（年２回）、ペタンク大会、ボウリング大会
▽ゴルフコンペ（年２回）、健康ウォークラリー、体力測定会
▽女性文化祭、カラオケ大会、観劇会
備�市内の商店街や商店で会員証を提示すれば、割引などを受けら
れる制度を実施しています。

所得区分 国民健康保険＋
介護保険
（７0 歳未満の世
帯）

所得区分
国民健康保険
＋介護保険
（７0 歳～ ７４ 歳
の世帯）

後期高齢者
医療制度
＋介護保険所得（※１）

市
民
税
課
税
世
帯

９0１万円超 ２１２万円 現役並み所得（※２） ６７万円
６00万円超�
９0１万円以下 １４１万円 一般所得 ５６万円

２１0万円超�
６00万円以下 ６７万円 低所得

（市民税非課
税世帯）

Ⅱ ３１万円

２１0万円以下 ６0万円 Ⅰ
（※３） １９万円

市民税非課税世帯 ３４万円
（※１）所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のこと。
（※２）�世帯における７0歳以上７５歳未満の国民健康保険加入者または後期高齢者医療制度加入者

の中で、市民税課税所得額が１４５万円以上の人がいる世帯。
（※３）�同一世帯の人全員の所得額が0円（ただし、公的年金等控除額は８0万円として計算）、また

は市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している後期高齢者医療制度加入者。


